
給食施設における
災害時対応と備えについて

栃木県県北健康福祉センター

健康対策課
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令和６年２月27日（火）
資料２

令和５年度給食施設等従事者研修会



本日の内容

１ 給食実施状況報告書から見た施設の対応状況

２ 災害時の給食施設における継続的な食事提供

のための備え

（対応マニュアル、食料等の備蓄、研修・訓練）

３ 今後に向けて
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災害時対応マニュアルの整備

【給食実施状況報告書（令和5年5月）】
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非常時の食料等の備蓄

【給食実施状況報告書（令和5年5月）】
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１ 対応マニュアルの整備

２ 食料の備蓄

３ 研修、訓練

災害時に給食施設において
継続的な食事提供を行うために

定期的な見直し
必要
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・立地（市町作成のハザードマップ等も参照）

→被災する可能性が高い災害は何か

・施設全体や市町の災害対応マニュアル等の内容

・ライフライン切断の際、影響をうける設備

・受託業者の災害時の対応

・非常時に食品や物品の搬入対応が可能な業者

・近隣からの避難者が想定されるか

対応マニュアル整備にあたり確認したい事項
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・施設内の災害対策委員会内への給食部門の位置づけ

・給食部門内の指示体制の明確化

・職員の緊急連絡網（施設全体及び給食担当者）

・災害時に連絡が必要な行政機関、ライフライン等の連絡

先一覧

・業者、協力施設の連絡先一覧

・時間外、休日等の災害発生時の集合体制

対応マニュアルに盛り込みたい内容①

施設内の連絡、指示体制
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非常時の給食提供に関する連絡網(例)
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(施設)栄養士
00-0000

受託側責任者
00-0000

事務長
00-0000

(施設)栄養士
00-0000

施設側栄養士
00-0000

災害発生時の
現場責任者

受託業者の連
絡網

施設全体の連
絡網

県北健康福祉ｾﾝﾀｰ
00-0000

(災害協定締結施設)
00-0000

■■ガス ◆◆エレベーター ●●電気
00-0000 00-0000 00-0000

点
線
は
必
要
に

応
じ
て

※必要に応じ、休日・時間外の体制に合わせたものも作成

一斉メール送信や
グループライン等
の活用←これらが
使用不可の場合の
対応も想定
※複数の連絡手段
を決めておく



・災害発生直後にとるべき行動や役割の明確化

（災害発生から食事提供までのフロー図等）

・施設内の被災状況のチェック

（ライフライン、施設、食材・備蓄食品、通信手段）

→食事提供の可否の判断

対応マニュアルに盛り込みたい内容②

初期対応に関すること

被災状況の確認に関すること
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非常時対応フロー図（例）
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発
生

災害の内容
地震・火災・台風・水害
雪害・停電

関係者へ連絡・報告

被害状況の確認
ライフラインの状況
厨房被害状況
人的被害状況 等

連絡網

状況確認表

食事提供に関する指示
提供メニュー
提供方法 等

非常食献立表

役割分担表

食事提供
フローチャート

全体の情報
を集める

調
査

連
絡
等

指
示
等
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給食施設における「災害時の食事提供マニュアル」作成のための手引き 平成27年3月山形県
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使
え
る

使えない

調理室再開前の点検
・各機器安全点検
・使用水の残留塩素・官能検査
（調理従事可能者の把握）

調 理 室 食事内容
備蓄食使用
2日目以降受託業者セントラルキッ
チンから搬入

手指の消毒
手指消毒剤をして
ディスポ手袋使用

調理方法 非常プロパンガスで湯せん

お茶 各病棟パントリーで作成

食器 ディスポ食器

盛付 各病棟パントリー

下膳・ごみ処理
各病棟でゴミ袋に集め、ゴミ置き場
に搬入

被害内容 水道× 電気× ガス× 水道・電気・ガス
すべて×

エレベーター停止 交通遮断

食事内容 汁物カット
ご飯は備蓄食使用
他は通常食材で提
供

電気を使う料理は調
理法を変更して通常
食材で提供

非常用プロパンガス
で調理

備蓄食使用
2日目以降受託業者
セントラルキッチンか
ら搬入

汁物カット
通常食材で提供

備蓄食使用

お茶 中止
備蓄水を病棟で分注

通常通り 中止
備蓄水を病棟で分注

中止
備蓄水を病棟で分注

ポットで配膳 通常通り

食器 ディスポ食器 ディスポ食器 ディスポ食器 ディスポ食器 通常食器 通常食器

… … … … … … …

食事提供フローチャート（例）
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被害内容

業務内容
水道× 電気× ガス×

水道・電気・ガス
すべて×

エレベーター停止 交通遮断

食事内容

汁物カット
ご飯は備蓄食使用
他は通常食材で提供

電気を使う料理は調理法
を変更して通常食材で提
供

非常用プロパンガスで調
理

備蓄食使用
２日目以降受託業者セン
トラルキッチンから搬入

汁物カット
通常食材で提供

備蓄食使用

お茶
中止（備蓄水を病棟で分
注）

通常通り
中止（備蓄水を病棟で分
注）

中止（備蓄水を病棟で分
注）

ポットで配膳 通常通り

食器 ディスポ食器 ディスポ食器 ディスポ食器 ディスポ食器 通常食器 通常食器

盛付 調理室 調理室 調理室 調理室 調理室 調理室

配膳車 通常通り
使用しない
(盛付時の仮置きとして
のみ使用)

通常通り
使用しない
(盛付時の仮置きとして
のみ使用)

使用しない
(盛付時の仮置きとして
のみ使用)

通常通り

配膳 通常通り
調理と病棟スタッフで手
運び

通常通り
調理と病棟スタッフで手
運び

調理と病棟スタッフで手
運び

通常通り

下膳 各病棟でゴミ袋に集める 各病棟でゴミ袋に集める 各病棟でゴミ袋に集める 各病棟でゴミ袋に集める
調理と病棟スタッフで手
運び

通常通り

ごみ処理
各病棟でゴミ置き場に搬
入

各病棟でゴミ置き場に搬
入

各病棟でゴミ置き場に搬
入

各病棟でゴミ置き場に搬
入

通常通り 通常通り

手指消毒
手指消毒剤をしてディス
ポ手袋

手指消毒剤をしてディス
ポ手袋

通常通り
手指消毒剤をしてディス
ポ手袋

通常通り 通常通り

食数把握 通常通り
食事伝票で指示
(〆切2時間前)

通常通り
食事伝票で指示
(〆切2時間前)

通常通り 通常通り



対応マニュアルに盛り込みたい内容③

・病棟、フロアごとに食形態別、献立別に把握：食数票等に整理
・保育所等では、０歳児、１～２歳児、3歳以上児等、年齢の
区分で整理

・納入業者等の緊急連絡先や状況確認表を整備

・備蓄品リスト、献立例、配膳例や手順書
・ライフラインの被災状況に応じた対応方法

利用者の食事摂取状況の確認に関すること

食事提供に必要な食料、水、食器、熱源、照明

外部との連絡体制
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対応マニュアルに盛り込みたい内容④

・ライフラインが寸断された場合に対応した衛生管理の方法

・生ゴミ、残食の処理、保管方法

・調理従事者専用のトイレの確保と衛生管理

・フェーズ０（災害発生から24時間以内）：初動体制の確立

・フェーズ１（24時間から72時間以内）：緊急対応

・フェーズ２（4日目から1ヶ月以内）：応急対応

衛生管理

各フェーズに応じた対応
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給食施設における「災害時の食事提供マニュアル」作成のための手引き 平成27年3月山形県 17

衛生管理



災害時に想定される状況と対応①
フェーズ０

（災害発生～24時間）
初動体制の確立

フェーズ１
（24～72時間）

緊急対応

フェーズ２
（4日目～1ヶ月）

応急対応

想定され
る状況

ライフラインの寸断、厨房や調理機器の破損による使用不可
食材納入ルートの遮断、移送・他施設利用者受入等による食数の増減

非常事態での食事提供
職員の出勤困難
外部との連絡（通信網）遮断

物資の不足
衛生状態の悪化
（一般被災住民の受入れ）

健康問題の発生

状況把握 施設の被災状況等の把握
・給食提供の可否
・ライフライン（電気・ガス・水道）
・食材、備蓄食品や物品の在庫
・施設や調理機器の破損状況
・食材の搬送ルート（エレベーター・階段・廊下）

・通信手段（電話・パソコン・FAX等）
給食提供に必要な人員の確認
施設内の対策本部の確認
関係機関への連絡、相談

ライフラインの復旧状況
破損器具の点検、修理
・給食の早期平常化に向け、調理器具の破損
修理、ガス管、水道管等えお含め点検を行い、
今後の修繕計画を検討

随時、必要に応じて関係機関へ連絡・相談

マニュアルに基づく
対応状況の検証

災害時の給食提供に関するガイドライン（改定版） 平成30年11月京都市 18



災害時に想定される状況と対応②
フェーズ０

（災害発生～24時間）
初動体制の確立

フェーズ１
（24～72時間）

緊急対応

フェーズ２
（4日目～1ヶ月）

応急対応

食事提供 災害時用献立への移行
・備蓄食品等を活用した食事の提供
・必要な食材業者へ納入の可否を含めて
連絡をとり、状況を把握
・使い捨て食器等の使用
・冷蔵庫、冷凍庫内の在庫食品も使用可
能であれば優先的に活用
・非常用熱源の設置

災害時用献立を元に随時献
立を作成し、備蓄食品を活
用した食事提供
・栄養バランスや適温給食
に関する配慮
備蓄食品、使い捨て食器の
使用

状況に応じた献立
作成と食材等の発
注
・復旧状況に応じ
て徐々に通常の食
事に移行
・適温給食への配
慮
給食利用者の健康
状態の把握と対応

支援要請 要請の準備
・被災状況の確認後、支援要請のための
準備

物的な支援要請
・不足物資を早急に調整
人的な派遣要請
・調理業務に携わる人員の健康状態（検便結果
等）の確認

災害時の給食提供に関するガイドライン（改定版） 平成30年11月京都市 19



１ 疾病や摂食形態に対応した災害時用献立の作成
２ 濃厚流動食等の特殊食品が調達できない場合の対応
３ 非常電源の場所、容量の確認、優先的に使用する機器の選定
４ 停電によりエレベーターや配膳車が使用できない場合の配膳、

下膳方法
５ 給食以外のスタッフの協力
６ 電算システムが使えない場合の食数把握、食事オーダの変更

方法
７ 入院患者以内にけが人や被災者が集まった場合の備蓄量の

整備
８ 他施設との相互協定の状況

対応マニュアル作成の際の留意点
（病院）
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１ 摂食形態に対応した災害時用献立の作成

２ 摂食形態に対応した食品の選択

３ 濃厚流動食等の特殊食品が調達できない場合の対応

４ 在宅やディサービス利用者への食事支援方法

５ 福祉避難所に指定されている場合の要援護者の受け入れを

想定した備蓄量（近隣からの避難者の想定）

６ 他施設との相互協定の状況

対応マニュアル作成の際の留意点
（高齢者施設）
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１ 摂食形態に対応した災害時用献立の作成

２ 特定の食にこだわりがある対象者への対応策

３ 特別な器や食具等の準備

４ 福祉避難所に指定されている場合の要援護者の受け入れを

想定した備蓄量（近隣からの避難者の想定）

５ 他施設との相互協定の状況

対応マニュアル作成の際の留意点
（社会福祉施設：障がい者、障がい児対象施設）
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１ 市町、学校、事業所全体等の非常時マニュアルとの整合性

２ 帰宅困難者や帰宅待機者を想定した内容の備蓄

３ 避難場所に指定されている場合の備蓄量の整備

（乳幼児、アレルギー児童等への対応含める）

マニュアル作成の際の留意点
（学校、保育所、事業所等）
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１ 食料や物品の備蓄についても業者に委託する場合
→備蓄内容、保管場所、食材の配送方法の十分な検討
マニュアルへの明記

２ 施設外に保管する場合
→速やかに配送される体制の確立

３ 受託業者の災害時対応の確認

※利用者への食事提供の責任は、施設の管理者にある
→受託業者のマニュアルをそのまま使用するのではなく、
整合性を図りながら、施設としてのマニュアルを整備

マニュアル作成の際の留意点
（給食業務を委託している場合）

給食施設における「災害時の食事提供マニュアル」作成のための手引き 平成27年3月山形県
24



• 備蓄一覧表：量、保管場所、賞味期限等を明記
飲料水や調理水の区別（ラベル等添付）
※利用者の特性や施設の立地条件、想定される被災状況
を勘案して用意

• 保管場所 ：施設の見取り図、倉庫の鍵の場所等を写真や図で明示
複数箇所での保管

• 非常時用献立表 ：対象者の状況により複数種類作成
栄養量の把握（計算）

• 調理及び盛付け方法：調理、盛りつけ方法、調理・配膳手順を明記
作業する場所

※備蓄品、保管場所について、職員全体で共有しておく

食料等の備蓄

25



備蓄一覧表（例）

26

常食・粥食・ソフト食・流動食・職員対象 ： （通常 計150食/9回分）

保管場所 備蓄食品 写真 備蓄量（数） 購入日 消費期限

備蓄庫 缶詰パン 10缶入り×33箱 20○○.10.29 5年
（20○○.9月)

α米鶏飯 12食入り×37箱 20○○.6.10 5年
（20○○.5月)

さんま缶詰 20缶入り×6箱 20○○.10.29 3年
（20○○.9月)

レトルト粥 20食入り×9箱 20○○.10.29 3年
（20○○.10月)

水(2L)
6本入り×25ｹｰｽ
6本入り×25ｹｰｽ

20○○.10.29
20○○.6.10

10年
（20○○.8月)
（20○○.5月)

食品保管
庫

もも缶詰 2kg×6缶

柔らか食
肉じゃが(ﾊﾟｳﾁ)

12食×1箱

備品庫 紙皿
ラップ
割り箸

200枚×6袋
10本
1,000本



災害時献立表（例）
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常食 （常食A・B・減塩食・職員対象 ： 通常 約◎食/１回）

メニュー 栄養価 備考

１食目 缶詰パン
１缶
パックジャム（通常在庫）
１個
牛乳（通常在庫）２００ml
１P

エネルギー：
△kcal
たんぱく質：△g
脂質：△g
塩分：△g

パン缶開封は介護ｽﾀｯﾌ
缶切りを各病棟１個配
膳
食器なし

２食目 α米ご飯 １パック
レトルト牛丼の具
１パック
もも缶詰（通常在庫）
８０g

エネルギー：
△kcal
たんぱく質：△g
脂質：△g
塩分：△g

ご飯と牛丼は湯せんし、
ディスポ丼用食器に盛
付（ガスが使えないと
きは非常用のプロパン
ガスで加熱）
割箸とﾃﾞｨｽﾎﾟｽﾌﾟｰﾝ配膳

３食目 α米鶏飯 １パック
さんま缶詰 １缶
ひじき煮缶詰 １/２缶
お茶

エネルギー：
△kcal
たんぱく質：△g
脂質：△g
塩分：△g

鶏飯と缶詰は湯せんし、
ディスポ用弁当箱に盛
付
お茶は各フロアへポッ
トごと配膳

※必要に応じ、粥食・ソ
フト食・流動食等 別献立
も作成
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厨
房

倉庫

備蓄食ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ

非常時配膳用階段

非常時使用可能EV

ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ使用場所

備蓄の保管場所、非常時作業ルート(例)



災害時献立表配膳例
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給食施設における「災害時の食事提供マニュアル」作成のための手引き 平成27年3月山形県



調理手順書（例）
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給食施設における災害時等の食事提供に関する手引き 令和３年２月大阪市保健所



１ 給食（栄養管理）部門内
２ 施設全体
３ 地域や外部も参加

※災害を想定した訓練の定期的実施→情報や課題の共有

例）・連絡網による緊急連絡を行い、連絡体制の評価を行う

・災害用備蓄食品を実際に調理、提供し、作業手順等の確認

を行う

・エレベーターが止まった場合の給食提供（階段利用）を

実践し、必要人員や手順の確認を行う

研修、訓練
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給食施設における「災害時の食事提供マニュアル」作成のための
手引き 平成27年3月山形県
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今後に向けて

現在の対応マニュアル、食料等備蓄の確認

追加、修正（見直し）

研修等で共有、訓練で検証
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ご清聴ありがとうございました
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